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● 平成２９年度の「心身障害者扶養保険事業に関する検討会」において、この制度は障害者の将来に対し保
護者の抱く不安の軽減につながるものと考えられ「国、地方公共団体及び機構においては、加入者数が減少
傾向にあることも踏まえ、新規加入の促進に向けて、広報の取組を一層充実させていくことが重要である。」
とされ、以下の取組が提案されたことから、国、福祉医療機構及び地方公共団体と連携して、様々な広報活動
を実施。

（１） 広報ツールを活用した障害者行政窓口での周知の促進
【厚生労働省】 ・地方公共団体へ制度の広報啓発に係る課長通知の発出

・広報啓発用のリーフレット、案内の手引き及びパンフレットの原案を作成 等
【福祉医療機構】 ・地方公共団体へ上記リーフレット、案内の手引き及びパンフレットを配布

・障害者関係団体や全国の特別支援学校（令和３年末１，１６０校）へパンフレットを配布 等

（２） 障害者やその保護者が利用する様々な制度を活用した広報

【厚生労働省】 ・地方公共団体を通じて「相談支援事業所」、「障害児・障害者施設」等への制度広報用ポス
ター掲示依頼
・「民生委員・児童委員必携」及び「母子健康手帳（及び副読本）」に制度概要の掲載 等

【福祉医療機構】 ・社会福祉や障害教育等の情報誌に制度紹介記事の掲載 等

（３） 利用者の視点に立った情報発信 及び インターネット及びモバイル等の活用
【厚生労働省】 ・制度説明や加入者の声等を盛り込んだ広報用動画のYouTube配信の実施 等
【福祉医療機構】 ・障害者関係団体が実施する研修会や会報誌等での制度紹介

・障害者関係団体内ネットワーク（Facebookによる周知）を活用した制度周知の実施
・ラジオ番組での制度紹介、制度紹介動画の作成及びWAMNET等への掲載
・都道府県･指定都市における制度紹介ページとWAMNET等との相互リンクの実施等
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１．これまでの広報活動の実績（平成29年度～令和３年度） ①
※ 心身障害者扶養保険事業に関する検討会（第１回）資料３の内容を再掲。



※画像は福祉医療機構のHPより。

※行政窓口等での制度案内のポイントをまとめた資料。
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１．これまでの広報活動の実績（平成29年度～令和３年度） ②

（案内の手引き）

（動画）（ポスター）（リーフレット）



２．広報活動に係る御意見
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第１回検討会における意見

＜広報の機会について＞
・ 各団体が主催する全国大会や総会においてWAM担当者からの制度説明を実施してほしい。
・ 特別支援学校に通う子には情報が届いているが、特別支援学級に通う子には情報が届いていない可能性がある。
・ 障害者手帳取得時における周知活動が必要。

＜広報の対象について＞
・ 親が若いうちから制度に加入していた方が掛金を払いやすいので、子が学齢期に制度を知ることが重要。
・ 制度を認知されたうえで制度に加入していない、あるいは迷われているのか、それとも制度を認知していないから加入され
ていないのか、どちらに課題があるか分析が必要。

＜地方自治体の取組みについて＞
・ 窓口である市町村職員から制度を直接説明されたことが加入するきっかけになったという意見があり、一般的な広報よりも
直接、加入希望者に情報が届くような工夫が必要。
・ 現場として行政、福祉事務所の窓口等で加入希望者に丁寧な説明ができていないと感じる。これを改善していくことが加入
の増加につながるのではないか。
・ 自治体職員の方から直接説明があるとパンフレット以上に納得感があるので、自治体職員が丁寧に説明できるような体制
があれば非常に良い。

＜広報媒体について＞
・ 加入希望者など検討している方の目線で加入資格があること等を記載した方が良い。

その他（福祉医療機構から）

・ 近年、加入時の告知書審査で健康状態のため加入不可となった方が、申請者のうちの２割弱となっている。
・ 健康状態のため加入不可となった場合、加入要件を満たす他の家族等が申請をすることで、加入が可能となる場合がある
が、自治体職員へのアンケート調査の結果からは、この点の案内が十分に行われていない状況も見られるため、こうしたケー
スへの丁寧な案内が必要と思われる。



（参考）地方公共団体における周知状況（令和４年度福祉医療機構調査結果概要）
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■調査の概要

令和４年９月に、福祉医療機構から都道府県・指定都市（n=67）に対して、地方公共団体における心身障害者扶養共済制度
に係る相談窓口の設置状況、市区町村等の窓口職員への説明会の実施状況、告知審査で加入不可になった保護者等に対
する案内の状況等についてアンケート調査を実施した。

■調査結果の概要
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３．今後の広報活動

（１）制度を認知していない方への広報の推進
・ パンフレット等に加入要件等を詳しく明示するなどの改訂。
・ これまで広報をしていない障害者関係の団体・機関等へのパンフレットの配布。
・ インターネットの検索エンジンに連動した制度広告等の活用。
・ スマートフォン等で閲覧可能なデジタルパンフレットの検討。
・ 学齢期や手帳を取得した際など早いタイミングでのパンフレット配布。

● これまでの取組に加え、以下のように、更に広報の取組を推進することが考えられる。

（２）制度を認知しているが加入を迷っている方への広報の推進（地方公共団体における制度周知の活性化）
・ 地方公共団体における窓口担当職員が使用する『障害者扶養共済制度案内の手引き』をより分かりやすく改訂。
・ 地方公共団体の窓口担当職員に制度を熟知してもらうための研修会等の実施。
・ 地方公共団体が開催する研修会等に福祉医療機構の職員が出席し、制度の仕組みや加入申込手続き等のポイント
の説明を実施。

（３）告知書審査に係る広報の推進
・ 告知書審査があること及び健康状態に不安がある保護者以外の保護者でも申請ができることの丁寧な周知の実施。
・ 以下の点をまとめ、パンフレットに記載するなどして地方公共団体に配布し、地方公共団体が告知書審査に係る案内
を案内しやすいようにする。
▸ 分かりやすい告知書記載方法（生命保険協会の協力を得て作成する）。
▸ 告知書審査において加入不可となった者に対する、再申込に係る案内をする際のポイント（※）や、再申込の要件。
（※） 「（別の保護者がいる方に対し）別の保護者を加入者とした再申込が可能であること」や「（病気等が完治している方に対し）告知義務期間が満

了していないか」 等。


